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その１　特定原材料に「くるみ」が追加されました

食物アレルギー表示はアレルギーの重篤度や症例数の多さから、特定原材料（義務表示）と 

特定原材料に準ずるもの（推奨表示）があります。   

食物アレルギー表示の対象は、容器包装に入れられたアレルゲンを含む 

加工食品と添加物になります。 

 令和５年３月に、義務表示である特定原材料について、これまでの 

７品目から、くるみを含めた８品目となりました。 

義務表示への移行期間は、令和７年３月３１日までとなります。 

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシュ

ーナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・

大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・

りんご・ゼラチン

表示 用語

えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生義務

推奨

品目

特定原材料

（８品目）

特定原材料に

準ずるもの

（２０品目）



その２　遺伝子組換え表示制度の任意表示について改正されました

遺伝子組換え表示制度には義務表示と任意表示がありますが、任意表示は令和５年４月1日 

から新しい制度となりました。 

  ※義務表示は変更ありません。 

＜任意表示制度＞

（※リーフレット「知っていますか？遺伝子組み換え制度」（消費者庁）を加工して作成 ）



その３　全ての加工食品に「原料原産地表示」が義務化されました

原料原産地表示を商品選択に利用している消費者が多いことから、平成29年9月に食品表示
基準が改正・施行され、国内で製造されたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うこ
とが義務付けられました。（令和４年３月３1日経過措置終了） 

※ 国内で製造されていない加工食品（輸入品）には、原料原産地の表示義務はありません。

〔原則 1〕国別重量順表示（原産地表示） 

〔原則 2〕国別重量順表示（製造地表示） 

◆ 対象原材料に使われた生鮮食品の産地がわかっている場合には、製造地の代わりにその

産地を表示することができます。 

〔例外１〕又は表示 （国別重量順表示が困難な場合） 

過去の使用実績または今後の使用計画に基づき、使用可能性がある複数国を、使用割合の

高いものから順に「又は」でつないで表示します。 

〔例外２〕大括り表示 （国別重量順表示が困難な場合） 

３か国以上の外国の原産地表示を「輸入」「外国製造」と括って表示します。 

ウインナーソーセージ

豚肉（国産）、豚脂肪、…

食パン

小麦粉（国内製造）、バター、…

小麦粉（小麦（国産））、バター、…

ウインナーソーセージ

豚肉（国産又はカナダ産）、…

※豚肉の産地は、○年の使用実績順

ウインナーソーセージ

豚肉（輸入）、…

（※フードコミュニティーいしかわ第２７号（２０１８年８月発行）でも取り上げています。）

原料原産地表示をする対象（対象原材料）：原材料に占める重量割合が最も高い原材料

対象原材料が 

生鮮食品 ⇒ 産地を表示 …〔原則 1〕 

加工食品 ⇒ その加工食品の製造地を表示 …〔原則 2〕
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その４　「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました

・　令和４年３月、食品添加物を使用していない旨を表示する「無添加」「不使用」などの表示

を考える際に参照すべき「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。

　これは、優良誤認、有利誤認、内容と表示との不一致などの消費者誤認を禁止した食品表示基

準第９条を補完する目的で作られたガイドラインとなります。（経過措置期間は設けられていま

せんが、表示の見直しやパッケージやラベルの入れ替えに時間がかかることを考慮し、2年間

（令和６年 3 月末まで）の移行期間が設けられています。）

出典：消費者庁ウェブサイト

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive） 

ガイドライン（一部抜粋） 全１０類型 

類型１ 単なる「無添加」の表示

対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していない

のかが不明確であるため、添加されていないものについて消費者自

身が推察することになり、一般的に消費者が推察した内容が事業者

の意図と異なる場合には内容物を誤認させるおそれがある。 

類型２ 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

　食品添加物には化学的合成品も天然物も含まれており、いずれ

も使用が認められており、表示の際は差を設けず原則として全て

表示することとし、「天然」又はこれに類する表現の使用を認めて

いない。 

　なお、「人工、合成、化学調味料」の用語は削除されており、こ

うした表示は、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持って

いる場合、無添加あるいは不使用と共に用いることで、実際のもの

より優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

類型６ 健康、安全と関連付ける表示

食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうお

それのない場合に限って国において使用を認めていることから、

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある。

また、内容物を誤認させるおそれがある。 


